
申請人配布用 

境界確認図書（作成要領） 

市担当者から境界確認図書の提出の連絡が入りましたら、下記のとおり、ホチキス

留めと割印をした境界確認図書（位置図、公図写し、確定図、断面図、境界立会承諾

書、境界標の写真）を２部提出してください。 

境界標は、民地内に設置してください。 

 

記 

● 確定図及び断面図 
 

・境界の変化点毎に境界標の種別を記載する。 

 （※不調となった場合、新設した境界標は撤去して下さい） 

 
・境界復元の主旨により公共基準点とは別に引照点２点以上と、測量地全

体の境界寸法及び座標求積表を表示する。 

 
・現況道水路幅員をそれぞれ明記する。 

 
・境界の変化点毎に断面図を作成する。 

 
・断面図の縮尺は１／５０程度とする。 

 

・申請箇所の筆界は赤線、管理界は緑線等にて表示する。 

 

 
 

● 境界立会承諾書 

 
・原本でない場合は作成者の原本証明をする。 

 
 
 
 



(管理界の場合は緑色等）

境界標は、民地内に設置してください

引照点は、マンホールには設置しないでください



(管理界の場合は緑色等）
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管理界の場合の例

側溝は種類を記載してください。
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